
資料１－１

  和光市国民健康保険税条例の一部を改正することについて

 【概要】 

今回の改正は、令和８年度から新たに子ども・子育て支援金制度が開始されることに

伴い改正を行うもの。 

その他に、今後改正が予定されている地方税法施行令等の一部を改正する政令におい

て課税限度額を引き上げる改正及び軽減判定基準所得の改正等が予定されていることか

ら、専決処分により改正を行うもの。 

 

【改正内容】 

１　子ども・子育て支援納付金分の追加（第９条、２１条） 

 

　　（１）税率 

　　 

　　（２）軽減額 

 

① 子ども・子育て支援納付金分の均等割額は他の賦課区分と同様に、低所得者

軽減（７割・５割・２割軽減）措置が適用される。（１８歳以上被保険者均等

割額も同様） 

その他、未就学児軽減や産前産後保険税軽減措置についても適用される 

　　 

　　　　　　例：７割軽減の場合 

　　　　　　【均等割額】 

１，８５４円×０．７≒１，２９８円（軽減額） 

１，８５４円－１，２９８円＝５５６円（均等割額） 

【１８歳以上被保険者均等割額】 

１３６円×０．７≒９６円（軽減額） 

１３６円－９６円＝４０円（１８歳以上被保険者均等割額） 

　　　　　　 

５５６円＋４０円＝５９６円(子ども・子育て支援納付金分均等割額) 

　 

② １８歳未満の均等割軽減額については、低所得者軽減、未就学児軽減、産前

産後軽減が適用され、なお残る均等割額を軽減する。 

これにより、１８歳未満のこどもにかかる均等割額は全額軽減となり、実質

負担は０円となる。 

　 

　例：７割軽減世帯の未就学児軽減の場合 

  　　５５６円×１/２＝２７８円（未就学児軽減額） 

　　　５５６円－２７８円＝２７８（なお残る均等割額） 

　　　　　　　 ２７８円－２７８円＝０円 

 賦課区分 所得割 均等割 １８歳以上被保

険者均等割額
 医療分 ７．３％ ２４，０００円 －
 支援分 ２．３％ １２，０００円 －
 介護分 １．８％ １２，０００円 －
 子ども分 ０．３％ １，８５４円 １３６円



  

２　課税限度額の引き上げ（第２条、第２１条） 

 

　 

 

 

３　軽減判定基準所得の引き上げ（第２１条） 

 

　（１）５割軽減基準 

　（２）２割軽減基準 

 

 

【施行期日】 

　令和８年４月１日

 課税区分 現行 改正後 引上額
 医療分 ６６万円 ６７万円 １万円
 支援分 ２６万円 ２６万円 ０万円
 介護分 １７万円 １７万円 ０万円
 子ども分 － ３万円 ３万円
 合計 １０９万円 １１３万円 ４万円

 ５割軽減判定基準所得

 現行 ４３万円＋３０.５万円×（加入者数）＋１０万円×（給与

所得者等の数－１）
 改正後 ４３万円＋３１万円×（加入者数）＋１０万円×（給与所得

者等の数－１）

 ２割軽減判定基準所得

 現行 ４３万円＋５６万円×（加入者数）＋１０万円×（給与所得

者等の数－１）
 改正後 ４３万円＋５７万円×（加入者数）＋１０万円×（給与所得

者等の数－１）


